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【 請 求 項 １ 】
　 画 像 に 関 す る デ ー タ に 対 し て 所 定 の 処 理 を 行 う 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ と 、
　 バ ス を 介 し て 前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ と 接 続 さ れ 、 所 定 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ
ェ ア を 実 行 し て 、 前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ の 制 御 を 行 う メ イ ン プ ロ セ ッ サ と 、
　 前 記 バ ス を 介 し て 、 前 記 メ イ ン プ ロ セ ッ サ と 前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ に 前 記 画 像 に 関
す る デ ー タ を 供 給 す る デ ー タ 供 給 部 と 、
　 前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ に よ っ て 処 理 さ れ た 画 像 を 表 示 装 置 に 出 力 す る た め の 処 理 を
行 う 表 示 制 御 部 と 、
を 有 し 、
前 記 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア は 、
　 前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ の そ れ ぞ れ の 役 割 分 担 を 示 す 情 報 と 、
　 前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ に よ っ て 処 理 さ れ た 各 々 の 画 像 の 前 記 表 示 装 置 に お け る

と 、
を 含 む よ う 記 述 さ れ 、
前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ は 、
　 前 記 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア に よ っ て 指 示 さ れ た 役 割 分 担 を 示 す 情 報 、 お よ び 、

に し た が っ て 、 前 記 デ ー タ 供 給 部 よ り 供 給 さ れ た 画 像 に 関 す る デ ー タ
を 順 次 処 理 し 、 か つ 、 処 理 さ れ た 画 像 を 前 記 表 示 装 置 の 前 記 表 示 位 置 に 表 示 さ せ る こ と を
特 徴 と す る 画 像 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　

表 示
位 置 を 示 す 情 報

表 示 位 置 を 示 す 情 報

前 記 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア は さ ら に 、
　 前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ に よ っ て 処 理 さ れ る 各 々 の 画 像 の 表 示 効 果 を 示 す 情 報 を 含 む
よ う 記 述 さ れ 、



【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
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　 前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ は 、
　 前 記 デ ー タ 供 給 部 よ り 供 給 さ れ た 画 像 に 関 す る デ ー タ を 順 次 処 理 す る と き に 、 前 記 表 示
効 果 を 示 す 情 報 に も し た が う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 処 理 シ ス テ ム 。

前 記 表 示 装 置 に は 、
　 水 平 方 向 に お い て は 各 々 の メ デ ィ ア に 対 応 す る 複 数 の メ デ ィ ア 画 像 が 表 示 さ れ る と と も
に 、
　 垂 直 方 向 に お い て は 選 択 さ れ て い る メ デ ィ ア に 属 す る 複 数 の 画 像 が 表 示 さ れ る よ う に 各
画 像 の 表 示 位 置 が 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 処 理 シ ス テ ム 。

前 記 表 示 装 置 に 表 示 さ れ る 各 々 の 画 像 の 集 合 が 、 全 体 と し て 所 定 の 物 体 の 輪 郭 を 形 成 す
る よ う に 各 画 像 の 表 示 位 置 が 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 処 理 シ ス
テ ム 。

前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ は 、
　 前 記 デ ー タ 供 給 部 か ら 供 給 さ れ た デ ー タ に 対 し て 、 バ ン ド パ ス フ ィ ル タ 処 理 を 実 行 す る
第 １ の サ ブ プ ロ セ ッ サ と 、
　 バ ン ド パ ス フ ィ ル タ 処 理 が 施 さ れ た デ ー タ に 対 し て 、 復 調 処 理 を 実 行 す る 第 ２ の サ ブ プ
ロ セ ッ サ と 、
　 復 調 処 理 が 施 さ れ た デ ー タ に 対 し て 、 Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ デ コ ー ド 処 理 を 実 行 す る 第 ３ の サ ブ プ ロ
セ ッ サ と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 処 理 シ ス テ ム 。

前 記 メ イ ン プ ロ セ ッ サ は 時 間 の 経 過 を 監 視 し て 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ に 通 知 し 、
　 前 記 複 数 の サ ブ プ ロ セ ッ サ は 、 時 間 の 経 過 と と も に 、 前 記 表 示 装 置 に 表 示 さ せ る 画 像 を
変 化 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 処 理 シ ス テ ム 。

前 記 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア は 、 時 間 が 経 過 す る ご と に 表 示 位 置 が 変 化 す る 旨 の
情 報 が 設 定 さ れ る よ う に 記 述 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 処 理 シ ス
テ ム 。

前 記 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア は 、 時 間 が 経 過 す る ご と に 画 像 の 表 示 サ イ ズ が 変 化
す る 旨 の 情 報 が 設 定 さ れ る よ う に 記 述 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像
処 理 シ ス テ ム 。

前 記 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア に よ っ て 記 述 さ れ た 表 示 効 果 は 、 時 間 が 経 過 す る ご
と に 画 像 の 色 彩 、 も し く は 、 色 彩 の 強 度 を 変 化 さ せ る 旨 の 情 報 が 設 定 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 画 像 処 理 シ ス テ ム 。
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